
 

令和６年度知立市ふるさと応援寄附金パートナー事業者  

募集要項  

 

１　目的  

本市では「ふるさと納税」の促進と地域産業の活性化を図ることを目的に、

令和７年３月３１日までの間に本市にふるさと納税をされた寄附者（知立市以

外の市町村）にお礼の品として贈呈する商品やサービス（以下「返礼品」とい

います。）を提供していただく法人、団体又は個人事業者（以下「パートナー

事業者」といいます。）を募集します。  

 

２　パートナー事業者の要件  

パートナー事業者は、次の要件全てに該当するものとします。  

(1) 本社若しくは本店、支社若しくは支店又は事業所若しくは工場が市内にあ

る法人その他の団体又は個人事業者であること。（ただし、この要件を満た

さない場合であっても、「３　返礼品の要件」中の知立市にゆかりがあると

認められる商品を返礼品として提供できる場合は、可とします。）  

(2) 市税の滞納がないこと。  

(3) 各種法令を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行なっている

こと。  

(4) 代表者等が知立市暴力団排除条例（平成２４年知立市条例第９号）に規定

する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない

こと。  

(5) 個人情報の取扱いを厳重に行えること。  

 

３　返礼品の要件  

(1) 返礼品は、次の要件全てに該当するものとします。  

①　知立市内で生産、製造若しくは加工され、若しくは知立市にゆかりがあ

ると認められる商品又は知立市内の施設でのサービス提供であること。 

②　商品については、品質及び数量の面において、安定供給が見込めるもの

であること。ただし、期間限定・数量限定で安定供給が可能なものも、可

とします。  



③　食品に関しては、商品情報（使用原材料等）の開示をしていただき、食

品衛生関係法令の規格・基準内であることなど「食の安全・安心」が確保

されていること。 

④　返礼品の要件を満たしているかどうか、チェックをさせていただくこと

があります。 

(2) 返礼品の調達価格  

寄附金額は調達価格が３０％以下、上限額が３５％以下になることを基準  

に市において決定させていただきます。  

返礼品の調達価格は、寄附金額の３０％以内とします。  

上限額は寄附金額の３５％以内とします。上限額には、商品の代金、梱  

包費用及び寄附者への送料、施設におけるサービス提供に要した費用、寄  

附者との連絡に要した通信料並びに消費税及び地方消費税等、返礼品に関  

する費用の全てが含まれます。  

 

４　パートナー事業者のメリット  

(1) 知立市のホームページやパンフレット、ふるさと納税大手ポータルサイト

「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「さとふる」、「ふるなび」

などに商品の画像、商品名、事業者名などが無料で掲載されます。  

また、サイトの商品ページの編集等は市の委託事業者が行うため、管理の手

間はありません。ただし、商品の写真提供や編集後のページの確認について

はご協力をお願いいたします。 

(2) 寄附者への返礼品発送時に、パートナー事業者作成のパンフレット等を同

封することにより、ＰＲが可能です。なお、パートナー事業者によるパンフ

レット等の送付は、返礼品発送時の同封のみに限ります。 

(3) 上記２点から、通常なら発生するコストを抑えて事業の拡大を行えます。 

 
寄附金額（参考）

返礼品の調達価格  

(寄附金額の 30％を上限)

上限額  

（返礼品価格に送料等を含め

た寄附金額の 35％を上限）
 

  ５，０００円 １，５００円   １，７５０円

 
１０，０００円 ３，０００円 ３，５００円

 
１５，０００円 ４，５００円 ５，２５０円

 
２０，０００円 ６，０００円   ７，０００円

 
２５，０００円 ７，５００円   ８，７５０円



５　個人情報の保護  

パートナー事業者は、この事業により取得した個人情報について、返礼品の

送付以外の目的に使用することはできません（ダイレクトメールの送付などの

２次利用や第三者への漏えいは厳禁。）。また、パートナー事業者が認定を取

り消された後も同様です。ただし、５(2)のパンフレット等の同封により、寄

附者が直接パートナー事業者へ商品を注文したこと等により入手した個人情

報は、対象外とします。  

 

６　募集期間  

随時  

ただし、「３　返礼品の要件」の確認に時間を要すため、商品掲載日は個別

にご相談させていただきます。 

※ 要件に該当すると判断され次第順次認定する予定です。 

　　（申込から商品掲載までおおむね２か月かかる見込みです。）  

 

７　申込方法  

「令和６年度知立市ふるさと応援寄附金パートナー事業者申込書」を下記提

出先に郵送により、又は直接提出してください。  

申込書の様式は、市ホームページからもダウンロードができます。また、郵

送もいたしますのでお気軽にお問い合わせください。 

○提出先・問合せ先  

〒４７２－８６６６  

知立市広見三丁目１番地 　知立市役所企画部財務課財政係  

電話：０５６６－９５－０１４６  

 

８　パートナー事業者の認定  

申込内容から判断し、パートナー事業者を仮認定した後、速やかに申込者に

お知らせし、再度申込者から提出いただく書類により「３　返礼品の要件」に

該当すると判断された場合、パートナー事業者として認定します。  

 

９　その他の留意事項  

(1) 積極的に知立市のＰＲ活動に努めるとともに、知立市のふるさと納税返礼 



品と認知されるように送付してください。  

(2) 登録された返礼品を変更、又は取り下げる場合は、事前にご相談ください。  

(3) 返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応

し解決に努め、内容については必ず報告をお願いします。  

(4) 知立市は、認定されたパートナー事業者が本要項「２ パートナー事業者

募集の要件」に定める要件に該当しなくなった場合又はパートナー事業者が

提供する返礼品の全てが「３　返礼品の要件」に定める要件に該当しなくな

った場合は、パートナー事業者の認定を取り消します。 

(5) 年度途中の新規の返礼品申請は、国の審査で２か月程度かかることがあり

ます。特に季節限定品等は注意が必要となりますので、ご留意ください。


